
令和５年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」

るもい労働衛生通信
【vol.３】

留萌労働基準監督署

←「働く人の
今すぐ使える
熱中症ガイド」の
ダウンロードは
こちらから

リーフレット等の
ダウンロードは
こちらから→

↗厚生労働省
リーフレット

「STOP！熱中症
クールワーク
キャンペーン」
から引用

キャンペーン期間：令和５年５月１日～令和５年９月３０日

重点取組期間：令和５年７月１日～令和５年７月３１日

↑学ぼう！備えよう！
職場の仲間を守ろう！

職場における熱中症予防情報
ホームページから引用

ＨＰはこちら↑



化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛
生規則等の一部が改正されました（令和４年５月、令和
５年４月、令和６年４月に順次施行）。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、改正の内容を

複数回に分けて、不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

新たな化学物質規制について【ラベル表示とＳＤＳ】

キーワードは２つ！
１ GHS絵表示
２ SDS
（安全データシート）

事業者が行うべきこと

□ 事業場で使用して
いる化学物質につい
てSDSを入手すること

□ SDSの記載内容を
ひと通り確認し、
危険有害性を把握
すること

SDSの通知手段
【令和４年５月31日から】

☑事前に相手方の承諾を
得なくても、以下の方法に
よる通知が可能になった

□ 文書の交付、磁気
ディスク・光ディスクその
他の記録媒体の交付
□ FAX送信、電子メール
送信
□ 通知事項が記載され
たホームページのアドレ
ス 、二次元コード等を伝
達し、閲覧を求める


